
西粟倉村農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和 ２年 ８月２５日（火） 午後７：００～ ７：１５ 

 

２．開催場所 西粟倉村役場第一会議室 

 

３．出席者 

農業委員 事務局 

○ 田中裕之 

○ 上山光重 

○ 神原秀吾 

○ 萩原眞壽雄 

○ 井上 誠 

○ 髙木宣美 

○ 小椋義宣 

○ 政久剛志 

○ 春名昌美 

○ 青木英隆 

○ 新田 茂 

○ 春名光博 

事務局長  萩原 勇一 

事務員   萩原 眞幸光 

 

 

４．議事日程 

・議案第 1 号 基盤強化法第１９条（農用地利用集積計画の公告） 

・報告第 1 号 農地法第３条の３ 

 

 

５．議決事項 

・議案第 1 号  許可・不許可 

 

  



６．内容 

事務局長 それでは、８月の農業委員会を始めさせて頂きたいと思います。会長よろしくお願

いします。 

会長 議題にそって審議していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

それでは、事務局から議題に入らせて頂きます。よろしくお願いします。 

事務局 失礼します。 

新型コロナウィルスの感染防止に伴い、議案の読み上げを省略する等の議事の一部

を簡略化して進めて参りたいと思いますのでご了承ください。 

では、資料２ページ目をお願いします。 

事務局 
議案第１号 

基盤強化法第１９条（農業経営基盤強化促進法）に係る利用権の設定についてです。

今回、５件の申請がありました。うち新規の設定が２件、再設定が３件となります。

以上を踏まえ、２ページからご覧下さい。 

 

■申請番号２－１２番 

利用権の設定をうける者 西粟倉村大字影石 1383 番地 木村 良一 氏 

利用権の設定をする者 西粟倉村大字影石 1628 番地 林 新一 氏 

 

■申請番号２－１３番 

利用権の設定をうける者 西粟倉村大字影石 1383 番地 木村 良一 氏 

利用権の設定をする者 岡山市北区西古松 53 番地 1 の 508 新田泰樹 氏 

 

■申請番号２－１４番 

利用権の設定をうける者 西粟倉村大字大茅 595 番地 金田佐一郎 氏 

利用権の設定をする者 明石市魚住町西岡 597-1  萩原 操 氏 

 

■申請番号２－１６番 

利用権の設定をうける者 西粟倉村大字長尾 1328 番地 白岩 秀之 氏 

利用権の設定をする者 西粟倉村大字長尾 1296 番地 2 福島 隆延 氏 

 

■申請番号２－１７番 

利用権の設定をうける者 西粟倉村大字大茅 908 番地 2 山根 隆三郎 氏 

利用権の設定をする者 鳥取市卯垣 3 丁目 160 番地 杉本 美喜子 氏 

 

なお、山根隆三郎氏につきましては、新規就農者になりますので１４～１５ページ

に営農計画書を添付しております。 

各申請の申請書類と利用権設定する土地の地積図を５～１７ページに添付して

おりますのでご確認ください。 以上で説明を終わります。 

会長 第１号議案について、何かありますでしょうか。 



特に意見なし。 

会長 他に無いようでしたら、第１号議案についてはご承認いただきました。 

次に、報告事項第１号について、事務局から報告願います。 

事務局 
■報告事項第１号 

農地法第３条の３の規定による届出についてです。 

１８ページからご覧下さい。 

 

相続人 西粟倉村大字影石 1305 番地 政久 義弘 氏 

 

１９ ～ ２４ページが届出書類になります。 

 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

会長 事務局からの報告が終わりました。何かありますでしょうか。 

特に意見なし。 

会長 他に無いようでしたら、事務局からその他ありますでしょうか。 

事務局 
報酬について報告します。 

前回の任期中、報酬の見直しを行っており、月額報酬になっております。 

また、任期が 7 月 20 日から 7 月 19 日ということもあり、月をまたいでいます。 

条例改正後初の改選ということもあり、このことから、岡山県農業会議の意見も伺

いながら、基準日を設けて支払うこととなりました。 

毎月１日に在職している委員に翌月支払することとします。 

以降、ご周知いただきますようよろしくお願いします。 以上です。 

 

青 木 会 長

代理 

年額報酬に戻すことはできないか。 

また、日割り計算はしないのか。 

事務局長 現在は月額報酬が主流であり、戻すのは難しい。 

事務局 日割り計算は実施しません。 

会長 皆様、よろしいでしょうか。 

以上で、議事を終了します。事務局にお返しします。 

事務局 お疲れさまでした。 

それでは、閉会の辞を会長代理お願いします。 

会長代理 稲刈りが始まりましたが疲れを出されないように。お疲れさまでした。 

 

  



西粟倉村農業委員会会議規則第 8 条の規定により作成された上記会議録は、西粟倉

村農業委員会会議の経過を記載し、相違ないことを証明するためここに署名する。 
 
   年   月   日 

 
議事録署名委員                

 
 

議事録署名委員                
 


